
第２章 介護保険事業の健全・公平な推進

１ 適切な介護保険サービスの提供

介護保険サービスは、高齢者の生活の支えとして地域に定着してきましたが、介護保

険制度を持続可能な制度として維持するためには、中長期的に進行する高齢者の増加・

働き手の減少への対策が必要とされています。

高齢者の増加への対策としては、介護給付を必要とする人を認定し、介護予防・重度化

防止を目的としたケアマネジメントにより、必要なサービスを過不足なく提供する一連

の事業を、滞ることなく今後も実施していくための体制を維持し、計画的に整備します。

また、働き手の減少による事業者の負担軽減のため、県や事業者と連携し、介護現場に

おける業務改善に取り組みます。具体的には、事業所の指定・請求・指導監査における文

書や手続きの簡素化・標準化を図り、ICT 等の活用も推進します。

介護が必要な高齢者が、住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けるためのサービ

スを提供するため、介護保険サービスに関する相談窓口の周知、優良なサービス事業所

の確保や、定期的な事業所への指導・監督を実施します。

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）介護（予防）サービス給付事業
①介護（予防）サービスの給付（高齢介護課）

（２）地域密着型サービスの推進
①地域密着型サービス（高齢介護課）

事業概要

住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができること、同居家族の介護負担

軽減に資すること等、サービス需要の拡大・多様化に対応したサービス提供体制の確保

と充実に努めます。

また、能力に応じ自立した生活を営むために必要なリハビリテーションが計画的に実施

されるための取り組みを支援します。サービス利用にあたっては、高齢者本人の意思及

び自己決定を最大限尊重する支援体制づくりを推進します。

事業概要

可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、地域で支えあう地域密

着型サービスの提供を行います。地域のニーズに応じたサービス提供を目指し、優良な

サービス事業所の確保や、事業所への適正な指導・監督に努めます。
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（３）サービスの質の向上
①苦情相談・不服申し立て（高齢介護課）

②介護現場の安全性の確保（高齢介護課）

（４）電子申請・届出システムの原則化
①電子申請・届出システム（高齢介護課）

事業概要

高齢者やその家族等からの介護保険サービス利用・契約等に関する様々な苦情・相談に

ついて、関係機関・団体と連携した総合的な対応を行い、苦情・不服申し立て対応の取

り組みを推進します。

また、苦情相談と不服申し立てに対応する窓口の周知に努めます。

今後の方針
要介護認定申請者に対して、窓口でリーフレットを配布するなどし、相談窓口の周知を

図ります。

事業概要
施設による介護事故報告について、事故の種別、怪我をした場所や身体の部位等を集計

し、年に一度施設へ情報共有をし、注意を促します。

今後の方針 介護事故情報の集計・分析結果を施設と共有、注意喚起をし、安全性の確保に努めます。

事業概要
介護サービス事業所の指定申請書等の提出について、厚生労働省が運用する「介護サー

ビス情報公表システム」においてウェブ入力・電子申請機能の活用を進めます。

今後の方針 文書負担軽減に向け、電子申請の定着を図ります。
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２ 保険者機能の強化

介護保険サービスに対する給付の適正化を図るため、ケアプランや各種給付データの

縦覧点検など、定期的な給付内容の確認を実施します。事業者へのチェック機能の強化

とともに、適正な認定調査・認定審査の実施による利用者の信頼向上に努めます。

また、給付の適正化により健全な介護保険財政の運営に努め、持続可能な介護保険制

度の構築を図ります。

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）要介護認定の適正化（高齢介護課）

（２）介護給付の適正化
①ケアプランの点検と住宅改修等の点検（高齢介護課）

【実績値と計画値】

②縦覧点検・医療情報との突合（高齢介護課）

事業概要

介護保険制度における要介護（支援）認定については、全国一律の基準に基づき、客観

的かつ公平・公正に行われることが必要であり、認定申請受付後の認定調査、主治医意

見書提出等を迅速に行うことが求められています。サービスを必要とする被保険者を認

定するために、適正な認定調査、認定審査会における適正な審査判定に努めます。

今後の方針

認定調査及び主治医意見書の取得を迅速に行うとともに、必要な介護保険サービスが速

やかに適切に提供できるよう取り組みます。

また、新規及び変更申請の調査は町調査員で実施し、調査の公平性を高めるため２回目

以降の調査は調査員を変更し、調査票全件の整合性等点検の実施を行います。

事業概要

居宅介護支援事業所等に対して、利用者の自立支援に資する適切なケアプランが作成さ

れているかを確認するためケアプランのチェックを行い、ケアマネジャーの資質向上を

図ります。

また、居宅介護支援事業所等に出向いての実地指導を行い、適正な事業運営やサービス

提供の確認を行います。

住宅改修費の支給について、事前に全件の理由書・見積書等の点検を行い、必要に応じ

現地調査を実施します。軽度者の福祉用具貸与についても、ケアプラン点検や主治医意

見書の確認を行います。

区分 実績値（Ｒ５年度は見込み） 計画値

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

ケアプラン
点検数

24件 30 件 32 件 33 件 34 件 35 件

事業概要
医療給付情報と介護保険給付情報の突合や、重複請求の情報を点検し、介護報酬の請求

内容の適正化を図ります。
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３ 介護人材の確保及び強化

高齢化の急速な進行により、介護保険サービスの需要の増大と生産年齢人口の減少が

見込まれることから、介護保険サービスの担い手となる人材の確保は重要な課題となっ

ています。

介護現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、介護職員の身体的・精神的

負担を軽減し、やりがいをもって働けるような支援を県や事業者と協力して進めます。

人材確保・育成に関する取り組みとして町内事業所に長期間勤務する介護職員の表彰

や、人材育成に関する研修会の開催支援等を行います。また介護サービスを安定的に提

供し続けるためには、担い手となる介護職員の確保が一層重要となる一方、労働力人口

が減少している中で、新たな人材の参入を促進し、人材の確保に努めます。

また、介護支援ボランティアと高齢者施設等のマッチングを図ることにより、介護分

野への元気高齢者の参入を推進します。

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）介護人材の確保
①介護職員育成に関する支援事業（高齢介護課）

【実績値と計画値】

②介護に関する入門的研修（高齢介護課）

③外国人介護人材の参入促進（高齢介護課）

事業概要
介護に従事する人材の育成を図るため、介護員養成研修受講費用の一部を補助するな

ど、人材育成に対しての支援を行います。

区分 実績値（Ｒ５年度は見込み） 計画値

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

補助金申請
件数

6件 2件 6件 3件 6件 3件

事業概要
多くの人に介護に関する知識を普及し、介護分野で働く際の不安を払拭し、多彩な介護

人材の確保及び参入を促すため、介護に関する入門的研修（介護教室）を開催します。

今後の方針 より多くの人に周知し、事業の継続を図ることで介護職員の確保に努めます。

事業概要
外国人介護人材のさらなる参入促進を図るため、支援についての情報収集を行うととも

に、その活用や情報について周知をし、外国人の介護人材確保に努めます。

今後の方針 県と連携し、資格取得や生活面での支援等、人材定着に向けた情報の周知に努めます。
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（２）介護人材の強化
①介護職員永年勤続表彰（高齢介護課）

【実績値と計画値】

事業概要
多年にわたり町内事業所に勤務する介護職員を表彰し、職員を慰労するとともに他の介

護職員等の勤務意欲を高めることで、介護職員の定着率の向上を図ります。

今後の方針 事業を継続し、さらなる介護職員の定着を図ります。

区分 実績値（Ｒ５年度は見込み） 計画値

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

表彰者数 6件 24 件 17 件 10 件 10 件 10 件
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